
論文紹介

 

一 

70－4－ （名城　'21）

　
　
　

緒
言

　

始
め
に
一
言
、
西
南
財
経
大
学
法
学
院
馬
俊
駒
教
授
の
論
文
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
理
由
を
述
べ
て
お
く
。

　

二
〇
一
九
年
一
二
月
六
日（
金
）、名
城
大
学
法
学
部
と
清
華
大
学
法
学
院
と
の
交
流
活
動
二
十
周
年
を
記
念
し
て
講
演
会
が
催
さ
れ
、

「
社
会
の
変
化
と
民
法
」
の
テ
ー
マ
の
下
、
清
華
大
学
法
学
院
龍
俊
副
教
授
の
「
民
法
典
編
纂
の
中
で
の
重
大
問
題
」
と
題
す
る
講
演

が
行
な
わ
れ
た
。
ま
も
な
く
公
布
さ
れ
よ
う
と
す
る
民
法
典
の
編
纂
過
程
で
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
問
題
を
取
り
上
げ
て
お
り
、
中
国

の
社
会
の
変
化
に
伴
い
、
人
々
の
生
活
に
関
わ
る
如
何
な
る
問
題
が
生
じ
て
い
た
の
か
が
よ
く
わ
か
り
、
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

一
方
当
日
は
名
城
大
学
法
学
会
講
演
会
と
し
て
、
東
京
大
学
名
誉
教
授
広
渡
清
吾
氏
の
「
民
法
と
市
民
社
会
│
│
そ
の
現
代
的
意
義

を
考
え
る
│
│
」
も
行
な
わ
れ
た
（
講
演
原
稿
に
加
筆
補
正
し
た
も
の
が
『
名
城
法
学
』
七
〇
‐
一
、二
〇
二
〇
年
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
）。「
社
会
の
変
化
と
民
法
」
を
共
通
テ
ー
マ
と
し
て
、
日
中
の
民
法
学
者
が
講
演
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
双
方
に
参
加
し
た
学
生

と
教
員
は
、
二
重
の
興
味
深
さ
を
味
わ
え
た
と
思
う
。
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二 

70－4－（名城　'21）

　

加
え
て
言
う
と
龍
俊
副
教
授
の
講
演
は
名
城
大
学
国
際
化
推
進
セ
ン
タ
ー
・
国
際
専
門
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
法
学
部
企
画
と
し
て
行

な
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
は
清
華
大
学
法
学
院
院
長
申
衛
星
教
授
の
「
中
国
の
法
学
教
育
に
つ
い
て
」
講
演

も
行
な
わ
れ
た
。
こ
ち
ら
は
演
習
形
式
で
あ
り
、
参
加
学
生
か
ら
の
質
問
も
多
く
、
予
想
以
上
の
盛
り
上
が
り
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
申
院
長
、
龍
副
教
授
は
い
ず
れ
も
民
法
学
者
で
あ
り
、
ま
も
な
く
公
布
さ
れ
る
予
定
の
民
法
に
つ
い
て
語
っ
て
く
れ
た
。
突
然

生
じ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
問
題
で
全
国
人
民
代
表
大
会
の
開
催
が
延
期
さ
れ
、
公
布
が
当
初
予
定
の
三
月
か
ら
五
月
に
ず
れ
込
ん

だ
民
法
で
あ
る
が
、
両
名
と
話
し
た
身
と
し
て
は
中
国
で
の
民
法
へ
の
反
応
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

民
法
公
布
の
前
後
中
国
の
法
学
界
で
は
様
々
な
論
文
が
発
表
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
実
定
法
学
者
に
限
ら
れ
ず
、
法
制
史
学
者
な

ど
も
積
極
的
に
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
例
え
ば
『
中
国
法
学
』
二
〇
二
〇
年
第
三
期
掲
載
の
特
集
「
中
外
法
律
史
経
験
」
は
、
四

人
の
研
究
者
が
律
を
基
本
法
典
と
す
る
法
体
制
や
唐
代
の
法
や
制
度
ま
た
は
古
代
の
契
約
を
題
材
と
し
な
が
ら
、
現
在
の
民
事
法
に

何
ら
か
の
提
言
が
で
き
な
い
か
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
そ
の
関
心
の
高
さ
が
窺
え
、
ま
さ
し
く
法
学
界
全
体
の
悲

願
達
成
の
感
を
呈
し
て
い
る
。
こ
こ
に
紹
介
す
る
馬
俊
駒
「
中
国
民
法
の
現
代
化
と
中
国
と
西
洋
の
法
文
化
の
統
合
」（『
中
国
法
学
』

二
〇
二
〇
年
第
一
期
）
は
、
今
回
の
民
法
典
公
布
ま
で
の
経
過
が
清
末
か
ら
概
観
で
き
、
ま
た
法
文
化
か
ら
民
法
を
考
え
よ
う
と
す
る

特
徴
を
も
つ
。
そ
し
て
民
法
典
に
掛
け
る
期
待
の
大
き
さ
、
中
国
法
学
界
の
熱
気
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
広
渡
講
演
で
改
め
て
「
市
民
社
会
」
の
意
味
が
問
わ
れ
た
こ
と
で
、
市
民
社
会
を
前
提
と
し
た
時
、
民
法
の
根
本
原
理
と
は
何

な
の
か
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
が
、
国
家
の
体
制
が
日
本
と
は
異
な
る
中
国
に
お
い
て
人
々
の
生
活
実
感
か
ら
今
回
の
民
法
典

に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
な
ら
、
何
か
考
え
込
ま
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

　

前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
以
下
で
馬
論
文
を
紹
介
し
て
ゆ
き
た
い
（〔　

〕
部
分
は
紹
介
者
が
付
け
加
え
た
も
の
で
あ
る
）。
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三 

70－4－ （名城　'21）

　
　
　

一
、
清
末
か
ら
今
日
ま
で
の
民
法
典
の
編
纂

　

馬
論
文
第
一
章「
中
国
民
法
現
代
化
の
歴
史
的
進
展
過
程
」に
沿
っ
て
、清
末
か
ら
今
回
の
民
法
典
編
纂
ま
で
の
流
れ
を
辿
っ
て
み
る
。

　

ま
ず
清
朝
の
末
期
に
「
大
清
民
律
草
案
」
が
作
ら
れ
る
。

　

一
八
四
〇
年
の
阿
片
戦
争
の
後
、
西
洋
の
民
主
政
治
と
、
平
等
、
自
由
、
権
利
と
い
う
「
個
人
本
位
」
の
法
観
念
が
持
ち
込
ま
れ
、

そ
し
て
清
末
に
は
変
法
修
律
活
動
も
生
じ
る
。
こ
の
時
に
中
国
伝
統
の
「
諸
法
合
体
」、「
民
刑
不
分
」、
実
体
法
と
手
続
法
の
不
分
と

い
う
よ
う
な
こ
れ
ま
で
の
形
式
に
替
え
て
、
西
洋
の
大
陸
法
系
の
立
法
モ
デ
ル
が
採
用
さ
れ
、
民
事
立
法
の
面
で
は
、
中
国
最
初
の
民

法
「
大
清
民
律
草
案
」〔
財
産
法
部
分
は
日
本
人
法
学
者
松
岡
義
正
が
起
草
〕
が
作
ら
れ
る
。
総
則
編
、債
権
編
、物
権
編
、親
属
編
（
親

族
編
）、
継
承
編
（
相
続
編
）
の
五
編
か
ら
成
り
、
一
五
六
九
の
条
文
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
変
法
修
律
の
過
程
で
張
之
洞
を
代
表
と
す
る
「
礼
教
派
」
と
、
沈
家
本
を
代
表
と
す
る
「
法
理
派
」
の
間
で
激
し
い
論
争
が
生

じ
た
。「
礼
教
派
」
は
「
中
学
為
体
、
西
学
為
用
」〔
中
体
西
用
〕
を
主
張
し
、「
宗
族
主
義
」
法
律
観
を
守
ろ
う
と
し
た
が
、「
法
理
派
」

は
「
会
通
中
西
」〔
中
国
西
洋
双
方
勘
案
〕
の
原
理
を
と
り
、「
個
人
本
位
」
の
国
家
主
義
を
尊
重
し
よ
う
と
し
た
。「
法
理
派
」
は
西

洋
の
立
法
経
験
と
立
法
技
術
を
真
似
、
法
律
の
内
容
か
ら
立
法
の
体
系
ま
で
す
べ
て
西
洋
に
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
の
で
あ

る
〔
日
本
人
法
学
者
岡
田
朝
太
郎
が
起
草
し
た
「
大
清
刑
律
草
案
」
を
巡
る
論
争
、「
礼
法
の
争
い
」
と
呼
ば
れ
る
〕。

　

辛
亥
革
命
に
よ
っ
て
清
朝
が
倒
れ
た
後
〔
溥
儀
の
退
位
は
一
九
一
二
年
二
月
一
二
日
〕、
北
京
政
府
の
下
で
動
き
が
あ
る
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

　

こ
の
時
期
に
は
全
国
規
模
の
民
商
事
習
慣
調
査
運
動
が
、
十
年
近
く
に
わ
た
っ
て
展
開
さ
れ
た
。
こ
の
調
査
で
得
た
民
間
の
慣
習
内

容
は
非
常
に
豊
富
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
資
料
は
立
法
に
十
分
反
映
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
以
後
の
民
商
立
法
と
司
法
裁
判

100



馬俊駒「中国民法の現代化と中国と西洋の法文化の統合」
 

四 

70－4－（名城　'21）

活
動
に
豊
富
な
自
国
の
財
産
を
残
し
た
。

　

ま
た
民
国
初
期
に
最
高
裁
判
機
関
で
あ
っ
た
大
理
院
は
、
大
清
律
民
事
有
効
部
分
を
援
用
し
〔
清
末
の
「
大
清
現
行
刑
律
」
の
民
事

有
効
部
分
〕、
ま
た
民
事
慣
習
を
事
件
判
決
の
た
め
に
最
も
一
般
的
な
法
源
と
み
な
し
て
、「
慣
習
法
成
立
要
件
」
の
判
例
要
旨
を
中
心

と
し
て
、「
慣
習
法
承
認
規
則
」
を
生
み
出
し
た
。
時
代
発
展
の
趨
勢
に
合
致
し
た
民
事
慣
習
を
「
慣
習
法
」
に
高
め
、
強
制
遵
守
の

効
力
を
与
え
た
の
で
あ
る
。同
時
に
大
理
院
は
具
体
的
な
裁
判
活
動
の
中
で
、民
事
判
例
と
そ
の
要
旨
集
を
通
じ
て
法
創
造
機
能
も
担
っ

た
。

　

民
国
一
五
（
一
九
二
六
）
年
に
は
、修
訂
法
律
館
〔
中
華
民
国
に
な
り
法
典
編
纂
会
が
清
朝
の
修
訂
法
律
館
の
仕
事
を
引
き
継
ぐ
が
、

一
九
一
四
年
に
法
律
編
査
会
と
な
り
、さ
ら
に
一
九
一
八
年
に
改
称
〕が「
民
律
草
案
」を
完
成
し
、こ
れ
を
民
律
第
二
次
草
案
と
呼
ぶ〔
継

承
編
は
一
九
二
六
年
に
完
成
だ
が
、総
則
、債
、物
権
、親
属
の
四
編
は
一
九
二
五
年
完
成
、「
第
二
次
民
律
草
案
」、「
民
法
第
二
次
草
案
」

と
も
呼
ば
れ
る
、「
大
清
民
律
草
案
」
が
第
一
次
〕。
こ
れ
は
正
式
に
公
布
施
行
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
司
法
部
が
各
級
法
院
に
条
理

と
し
て
適
用
せ
よ
と
通
達
し
た
。
そ
の
た
め
法
院
が
民
事
事
件
を
審
理
す
る
時
に
は
一
定
の
規
範
作
用
を
も
っ
た
。

　

民
国
の
「
民
律
草
案
」
は
第
二
編
の
編
名
を
債
権
編
か
ら
債
編
に
改
め
て
い
る
。
ま
た
固
有
の
典
権
制
度
を
法
典
に
入
れ
た
〔
典
は

将
来
の
返
還
を
前
提
に
、
不
動
産
に
使
用
・
収
益
を
認
め
て
対
価
を
得
る
慣
行
〕。
家
族
法
関
連
で
は
、
夫
婦
財
産
契
約
を
認
め
、
妻

と
娘
の
実
質
的
意
味
で
の
相
続
権
を
認
め
る
等
し
た
。

　

一
九
二
八
年
一
〇
月
か
ら
は
、
一
応
の
国
内
統
一
を
果
た
し
た
国
民
政
府
の
下
で
の
中
華
民
国
の
時
代
が
始
ま
る
が
、
そ
の
下
で
の

民
法
制
定
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

一
九
二
九
年
一
月
に
立
法
院
が
、
傅
秉
常
、
史
尚
寛
等
五
人
か
ら
成
る
民
法
起
草
委
員
会
を
設
立
し
、
九
カ
月
の
間
に
、
総
則
編
、

債
編
、
物
権
編
を
完
成
し
、
立
法
機
関
の
審
議
、
採
択
を
経
て
、
次
々
と
公
布
、
施
行
し
た
〔
編
に
よ
り
公
布
や
施
行
の
年
月
日
に
若

干
違
い
が
あ
り
、一
九
三
〇
年
五
月
五
日
に
は
三
編
い
ず
れ
も
施
行
さ
れ
て
い
る
〕。
親
属
編
と
継
承
編
は
、立
法
院
成
立
前
に
燕
樹
棠
、
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五 

70－4－ （名城　'21）

羅
鼎
に
よ
っ
て
初
稿
が
完
成
し
て
い
た
が
、
各
地
の
慣
習
と
の
関
係
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
詳
細
な
調
査
研
究
と
改
正
を
経
た
う
え
で

公
布
、
施
行
し
た
〔
両
編
の
公
布
は
一
九
三
〇
年
一
二
月
二
六
日
、
施
行
は
一
九
三
一
年
五
月
五
日
〕。
こ
れ
が
中
国
で
最
初
に
公
布
、

施
行
さ
れ
た
民
法
典
で
あ
る
。

　

そ
し
て
馬
論
文
で
は
以
下
、
一
九
四
九
年
一
〇
月
の
中
華
人
民
共
和
国
成
立
以
降
の
民
法
典
編
纂
の
動
き
が
述
べ
ら
れ
る
。

　

１
、
新
中
国
成
立
後
の
最
初
の
民
法
典
起
草

　

一
九
五
四
年
、
中
華
人
民
共
和
国
の
最
初
の
憲
法
が
公
布
、
施
行
さ
れ
、
民
法
典
の
起
草
作
業
も
始
ま
る
。

　

一
九
五
四
年
に
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
法
制
委
員
会
主
任
の
王
明
を
長
と
し
た
民
法
起
草
チ
ー
ム
が
結
成
さ
れ
る
。
幅
広

く
民
間
の
調
査
研
究
を
展
開
し
、
革
命
根
拠
地
の
立
法
経
験
を
取
り
込
み
、
ソ
連
の
民
法
典
の
立
法
モ
デ
ル
を
参
考
に
し
、
一
九
五
六

年
一
二
月
に
新
中
国
最
初
の
民
法
草
稿
が
完
成
す
る
。
草
稿
は
第
一
編
総
則
、
第
二
編
所
有
権
、
第
三
編
債
、
第
四
編
継
承
の
四
編
か

ら
成
り
、
五
二
五
の
条
文
を
も
っ
た
。

　

こ
の
草
稿
は
全
般
的
に
ソ
連
の
立
法
原
則
と
経
験
を
受
け
継
ぎ
、
そ
の
影
響
は
主
と
し
て
三
点
に
現
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
ロ
ー
マ
法

の
制
度
体
系
を
尊
重
し
、
大
陸
法
民
法
の
伝
統
構
造
と
基
本
概
念
を
採
用
し
、
民
商
合
一
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
つ

目
は
、
公
有
制
を
主
導
的
地
位
と
す
る
こ
と
を
守
り
、
民
法
が
私
法
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
、
た
だ
所
有
権
編
の
み
を
設
け
、
物
権
概

念
を
放
棄
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
三
つ
目
は
、
婚
姻
家
庭
と
労
働
関
係
は
民
事
関
係
で
は
な
く
、
民
法
中
に
定
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
、
専
門
に
法
を
設
け
る
べ
き
だ
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
草
稿
が
完
成
し
た
の
で
あ
る
が
、「
反
右
派
闘
争
」
と
「
三
面
紅
旗
」〔
社
会
主
義
建
設
の
三
つ
の
旗
じ
る
し
が
、
総
路

線
、
大
躍
進
、
人
民
公
社
〕
と
い
う
政
治
活
動
の
た
め
に
、
こ
の
立
法
活
動
は
中
止
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
。

　

２
、
新
中
国
成
立
後
二
回
目
の
民
法
典
の
起
草

　

一
九
六
二
年
に
「
調
整
、
恐
固
、
充
実
、
提
高
」
と
い
う
国
民
経
済
の
八
文
字
方
針
の
指
導
の
下
で
、
経
済
秩
序
の
整
理
、
法
制
観
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念
の
強
化
が
な
さ
れ
る
。
毛
沢
東
は
、
刑
法
が
必
要
な
だ
け
で
な
く
、
民
法
も
必
要
で
あ
る
の
で
、
刑
法
、
民
法
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な

い
と
の
指
示
を
出
す
。

　

全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
は
、
中
国
社
会
科
学
院
法
学
研
究
所
所
長
の
孫
亜
明
を
長
と
し
た
起
草
チ
ー
ム
を
作
り
、
起
草
作

業
を
開
始
し
た
。

　
「
階
級
闘
争
を
要
点
と
す
る
」
状
況
の
下
で
起
草
作
業
が
進
め
ら
れ
、
西
洋
の
民
法
典
は
参
考
に
で
き
ず
、
ソ
連
の
民
法
典
も
否
定

さ
れ
た
。
国
民
党
の
六
法
全
書
は
既
に
廃
棄
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
自
己
の
経
験
を
総
括
し
、
自
身
の
立
法
モ
デ
ル
を
作
り
出
し
て
、

二
年
の
努
力
を
経
て
、
新
中
国
二
番
目
の
民
法
典
草
案
を
作
り
上
げ
た
。
草
案
は
第
一
編
総
則
、
第
二
編
財
産
の
所
有
、
第
三
編
財
産

の
移
転
の
三
編
か
ら
成
り
、
二
六
二
の
条
文
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
草
案
は
中
国
の
当
時
の
特
色
を
も
つ
政
治
化
し
た
革
命
法
典
で
あ
り
、
そ
れ
は
以
下
に
現
わ
れ
る
。
一
つ
は
、「
三
面
紅
旗
を

高
く
掲
げ
よ
」
と
か
「
政
治
工
作
は
す
べ
て
の
経
済
工
作
の
生
命
線
」
と
定
め
る
よ
う
に
、政
治
を
第
一
と
し
て
い
る
こ
と
、二
つ
目
は
、

計
画
経
済
を
強
調
し
、
国
家
計
画
と
関
連
す
る
予
算
、
税
収
、
物
資
、
労
働
給
料
報
酬
等
の
内
容
を
民
法
に
入
れ
て
い
る
こ
と
、
三
つ

目
は
、
構
成
を
簡
単
に
す
る
た
め
、
資
本
主
義
を
批
判
し
、
修
正
主
義
を
防
止
す
る
と
い
う
政
治
的
状
況
下
に
あ
っ
て
、
家
庭
法
、
相

続
法
を
切
り
捨
て
て
い
る
こ
と
、
四
つ
目
は
、
法
律
概
念
を
改
め
、
法
律
用
語
に
反
対
す
る
こ
と
か
ら
、
自
然
人
に
替
え
個
人
、
法
人

に
替
え
単
位
を
用
い
、
契
約
に
替
え
関
係
を
用
い
（
例
え
ば
売
買
契
約
で
は
な
く
売
買
関
係
）、
物
権
、
債
権
、
権
利
、
義
務
、
法
律

行
為
、
不
法
行
為
等
の
民
法
の
基
本
概
念
は
削
除
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
時
の
起
草
作
業
は
社
会
主
義
教
育
運
動
の
た
め
に
中
断
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
後
は
政
治
運
動
を
重
視
し
、
法
制
建
設
を
軽
視

す
る
時
期
に
入
り
、
民
法
典
の
草
案
は
放
置
さ
れ
た
。
そ
し
て
ま
た
「
文
化
大
革
命
」
に
よ
っ
て
、
社
会
主
義
法
制
は
全
面
的
に
破
壊

さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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３
、
新
中
国
成
立
後
の
三
回
目
の
民
法
典
の
起
草

　

一
九
七
八
年
一
二
月
、
中
国
共
産
党
第
一
一
期
中
央
委
員
会
第
三
回
全
体
会
議
は
作
業
重
点
を
経
済
建
設
に
移
し
、
社
会
主
義
法
制

を
強
化
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。

　

一
九
七
九
年
一
一
月
、
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
委
員
長
兼
常
務
委
員
会
法
制
委
員
会
主
任
の
彭
真
が
、
楊
秀
峰
と
陶
希
晋

を
長
と
し
て
、
法
学
専
門
家
、
学
者
、
実
務
部
門
の
作
業
員
計
三
六
人
か
ら
成
る
民
法
起
草
チ
ー
ム
を
設
け
る
。
こ
の
時
は
ソ
連
と
東

欧
社
会
主
義
国
の
立
法
経
験
を
参
考
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
西
側
諸
国
の
立
法
の
形
式
を
吸
収
す
る
の
み
な
ら
ず
、
台
湾
地
区
で
適
用

さ
れ
て
い
る
「
中
華
民
国
民
法
」
も
検
討
し
、
参
考
に
し
た
。

　

民
法
起
草
チ
ー
ム
は
三
年
の
努
力
を
経
て
、
一
九
八
二
年
五
月
に
「
民
法
草
案
（
第
四
稿
）」
を
完
成
し
た
。
草
案
は
、
民
法
の
任

務
と
基
本
原
則
、
民
事
主
体
、
財
産
所
有
権
、
合
同
（
契
約
）、
智
力
成
果
権
、
財
産
継
承
権
、
民
事
責
任
、
そ
の
他
規
定
の
八
編
か

ら
成
り
、
条
文
数
は
四
六
五
で
あ
っ
た
。

　

内
容
的
に
は
か
な
り
整
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
経
済
体
制
改
革
が
進
行
し
、
社
会
生
活
が
変
動
し
て
い
る
ま
さ
に
そ
の
時
で
あ
っ

た
た
め
、
一
度
に
完
全
な
民
法
典
を
制
定
す
る
の
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ま
ず
関
連
す
る
民
事
単
行
法
を
制
定
し
、
条
件
が

具
わ
っ
た
時
点
で
民
法
典
を
制
定
す
る
と
の
立
法
方
針
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。但
し
こ
の
後
の「
民
法
通
則
」、「
経
済
合
同
法（
経

済
契
約
法
）」、「
渉
外
経
済
法
」、「
専
利
法
（
特
許
法
）」、「
商
標
法
」、「
継
承
法
」
等
の
民
事
単
行
法
は
こ
の
草
案
の
内
容
を
吸
収
し

て
い
る
。

　

４
、「
民
法
通
則
」
の
制
定

　

一
九
八
五
年
四
月
、
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
民
法
室
は
「
民
法
草
案
（
第
四
稿
）」
を
基
礎
と
し
て
「
民
法
総
則
」
を
起

草
す
る
作
業
に
取
り
か
か
っ
た
。

　

一
九
八
五
年
八
月
に
で
き
あ
が
っ
た
「
民
法
総
則
（
討
論
稿
）」
は
、
民
事
権
利
と
民
事
責
任
の
章
を
加
え
、
債
権
と
知
的
財
産
権
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の
概
念
を
使
っ
て
い
る
。
ま
た
財
産
所
有
権
と
そ
れ
に
関
連
す
る
財
産
権
を
定
め
て
お
り
、
実
際
上
物
権
の
内
容
を
認
め
て
い
る
。
そ

し
て
各
々
の
人
身
権
を
特
別
に
定
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
「
民
法
総
則
（
討
論
稿
）」
が
報
告
さ
れ
る
と
、
彭
真
委
員
長
は
そ
の
名
称
を
「
民
法
通
則
」
と
定
め
、
大
規
模
な
専
門
家
座
談
会
を

開
き
、
全
国
規
模
で
意
見
を
徴
集
し
た
。
民
法
室
作
業
員
は
寄
せ
ら
れ
た
意
見
に
基
づ
い
て
改
正
と
補
充
を
何
度
も
行
な
っ
た
。

　

そ
し
て
一
九
八
六
年
四
月
一
二
日
、
第
六
期
全
国
人
民
代
表
大
会
第
四
回
会
議
に
提
出
さ
れ
て
採
択
さ
れ
、
一
九
八
七
年
一
月
一
日

よ
り
施
行
さ
れ
る
。
こ
の
「
民
法
通
則
」
は
九
章
か
ら
成
り
、
一
五
六
の
条
文
を
も
つ
。
民
事
主
体
、
民
事
行
為
、
民
事
権
利
、
民
事

責
任
等
に
つ
い
て
規
定
を
設
け
て
い
る
。「
民
法
通
則
」
は
改
革
開
放
の
中
で
民
商
事
関
係
を
調
整
す
る
基
本
法
と
な
っ
た
。「
民
法
通

則
」
は
社
会
主
義
市
場
経
済
を
建
設
し
発
展
さ
せ
る
過
程
の
中
で
さ
ら
な
る
改
善
が
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
後
に
制
定
す

る
民
法
典
の
た
め
に
、
特
に
民
法
典
の
全
体
的
な
構
造
と
主
要
な
内
容
を
構
想
す
る
た
め
に
貴
重
な
経
験
を
提
供
し
た
。
特
に
注
目
す

べ
き
四
点
を
挙
げ
る
。

　

一
つ
は
、
民
事
権
利
と
い
う
章
を
設
け
、
物
権
、
債
権
、
人
身
権
、
知
的
財
産
権
と
い
う
民
事
権
利
を
定
め
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

は
幅
広
い
権
利
保
護
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
特
に
人
身
権
の
規
定
は
、
人
格
の
尊
厳
を
尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
後
に

民
法
典
に
人
格
権
編
を
設
け
る
こ
と
及
び
身
分
権
制
度
を
改
善
す
る
た
め
の
基
礎
固
め
と
な
っ
た
。
二
つ
目
は
、
か
な
り
整
っ
た
法
人

制
度
を
設
け
た
こ
と
で
あ
る
。
独
立
し
た
主
体
を
本
位
と
す
る
物
質
利
益
に
対
す
る
保
護
を
強
調
し
、
人
民
が
積
極
的
に
物
質
的
豊
か

さ
を
創
り
出
す
こ
と
を
奨
励
す
る
も
の
で
、
経
済
建
設
の
発
展
の
盛
り
上
が
り
を
大
き
く
推
進
す
る
も
の
で
あ
る
。
三
つ
目
は
、
伝
統

的
な
民
法
の
体
裁
を
破
り
、
不
法
行
為
責
任
を
債
権
法
か
ら
独
立
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
民
事
権
利
に
対
す
る
保
護
を
強
調
し
、
民
法

典
が
債
権
総
則
を
設
け
な
い
と
の
可
能
性
を
生
む
も
の
だ
っ
た
。
民
法
の
構
造
的
体
系
を
改
善
し
、
不
法
行
為
を
発
展
さ
せ
る
と
い
う

潮
流
に
合
う
も
の
で
あ
る
。
四
つ
目
は
、
ソ
連
や
東
欧
法
系
の
一
般
的
な
や
り
方
を
棄
て
た
こ
と
で
あ
る
。
婚
姻
家
庭
関
係
の
内
容
を

定
め
て
、
親
族
法
を
民
法
に
再
び
入
れ
る
た
め
の
条
件
を
整
え
た
の
で
あ
る
。
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５
、
新
中
国
成
立
後
の
四
回
目
の
民
法
典
の
起
草

　

一
九
九
〇
年
代
に
世
界
規
模
で
三
回
目
の
民
法
典
編
纂
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
背
景
に
、
我
国
の
法
学
界
で
は
広
く
民
法
典
の

制
定
が
主
張
さ
れ
、
国
家
の
立
法
機
関
も
積
極
的
で
あ
っ
た
。
一
九
九
八
年
三
月
、
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
法
制
委
員
会
は

江
平
と
王
家
福
を
長
と
す
る
民
法
起
草
チ
ー
ム
を
成
立
さ
せ
、
単
行
法
を
一
つ
一
つ
作
っ
た
後
に
民
法
典
に
ま
と
め
る
と
い
う
や
り
方

を
決
め
た
の
で
あ
る
。

　

二
〇
〇
二
年
の
初
め
に
は
、
当
時
の
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
委
員
長
李
鵬
が
、
九
期
人
民
代
表
大
会
の
任
期
の
う
ち
に
民

法
典
を
採
択
す
べ
き
だ
と
提
起
し
た
。
法
制
委
員
会
は
梁
慧
星
が
責
任
者
と
し
て
起
草
し
た
民
法
提
案
稿
（
総
則
、
物
権
、
債
権
総
則
、

合
同
、
侵
権
行
為
、
親
属
、
継
承
の
七
編
か
ら
成
る
）
と
、
王
利
明
が
責
任
者
と
し
て
起
草
し
た
民
法
提
案
稿
（
総
則
、
人
格
権
、
親
属
、

継
承
、
物
権
、
債
権
、
知
識
産
権
、
侵
権
行
為
の
七
編
か
ら
成
る
）
と
い
う
二
つ
の
法
学
の
専
門
家
に
よ
る
草
案
を
た
た
き
台
に
し
て

（
こ
の
他
徐
国
棟
が
中
心
と
な
っ
た
中
南
財
経
政
法
大
学
と
厦
門
大
学
の
民
法
教
員
に
よ
る
提
案
稿
、即
ち
「
緑
色
民
法
典
」
も
重
要
）、

さ
ら
に
六
人
の
法
学
専
門
家
が
民
法
典
の
総
則
と
各
編
を
各
々
起
草
す
る
も
の
と
し
た
（
社
会
科
学
院
梁
慧
星
、
中
国
人
民
大
学
王
利

明
、
社
会
科
学
院
鄭
成
思
、
中
国
政
法
大
学
巫
昌
禎
、
元
最
高
人
民
法
院
唐
徳
華
、
元
最
高
人
民
法
院
費
宗
褘
の
六
人
）。
そ
の
草
案

は
二
〇
〇
二
年
四
月
初
め
に
出
来
上
が
っ
て
い
る
。
こ
の
時
は
同
時
に
、
法
制
委
員
会
民
法
室
も
草
案
を
完
成
し
て
い
る
。
こ
の
民
法

室
の
草
案
を
基
礎
に
、
六
人
の
専
門
家
に
よ
る
草
案
を
参
考
に
、
法
制
委
員
会
が
何
度
も
検
討
を
行
な
っ
た
う
え
で
、
こ
の
年
の
八
月

に
作
り
上
げ
た
の
が
「
中
華
人
民
共
和
国
民
法
典
（
総
括
稿
）」、
即
ち
「
新
中
国
民
法
典
草
案
（
第
五
稿
）」
で
あ
る
。
こ
れ
は
九
編
、

一
二
〇
九
条
の
も
の
で
あ
り
、
二
〇
〇
二
年
一
二
月
二
三
日
に
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
時
は
広
く
社

会
の
関
心
を
引
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
学
界
の
論
争
が
大
き
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
は
し
ば
ら
く
民
法
典
の
制
定
は
据
え
置
く
こ

と
と
し
、元
の
単
行
立
法
を
定
め
る
と
い
う
方
針
を
復
活
さ
せ
た
。こ
れ
ま
で
に
、一
九
八
〇
年
代
か
ら
我
国
は
既
に
次
々
と「
婚
姻
法
」、
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「
継
承
法
」、「
収
養
法
（
養
子
法
）」、「
担
保
法
」、「
合
同
法
」
の
制
定
或
い
は
改
正
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
後
も

「
物
権
法
」
と
「
侵
権
責
任
法
（
不
法
行
為
責
任
法
）」
を
制
定
し
た
。

　

こ
の
時
期
は
我
国
の
民
事
立
法
が
大
き
く
進
展
し
た
と
言
え
る
が
、
し
か
し
民
事
立
法
が
市
場
経
済
と
改
革
開
放
の
展
開
に
追
い
つ

か
ず
、
日
々
複
雑
に
な
る
経
済
社
会
生
活
の
需
要
を
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
も
言
え
る
。

　

６
、
新
中
国
成
立
後
の
五
回
目
の
民
法
典
の
起
草

　

二
〇
一
四
年
、
中
国
共
産
党
第
一
八
期
中
央
委
員
会
第
四
回
全
体
会
議
が
民
法
典
の
編
纂
を
決
定
し
、
二
〇
一
五
年
三
月
、
全
国
人

民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
法
制
工
作
委
員
会
が
二
段
階
の
編
纂
と
い
う
考
え
方
を
明
ら
か
に
し
た
。つ
ま
り
ま
ず
民
法
典
総
則
を
作
り
、

そ
れ
か
ら
そ
の
他
の
各
編
の
内
容
を
統
合
し
て
ゆ
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

二
〇
一
七
年
三
月
一
五
日
、第
一
二
期
全
国
人
民
代
表
大
会
第
五
回
会
議
が「
中
華
人
民
共
和
国
民
法
総
則
」を
採
択
し
た（
二
〇
一
七

年
一
〇
月
一
日
施
行
）。こ
の
後
は
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
法
制
工
作
委
員
会
と
と
も
に
最
高
人
民
法
院
、最
高
人
民
検
察
院
、

司
法
部
、
中
国
社
会
科
学
院
、
中
国
法
学
会
と
い
う
五
つ
の
民
法
典
編
纂
作
業
に
加
わ
る
組
織
が
、
民
法
典
の
各
編
の
編
纂
作
業
に
全

力
で
取
り
組
ん
だ
。
党
中
央
の
重
要
指
示
精
神
に
基
づ
き
、
何
度
も
改
正
、
改
善
を
行
な
い
、
物
権
編
、
合
同
編
、
人
格
権
編
、
婚
姻

家
庭
編
、
継
承
編
、
侵
権
責
任
編
と
い
う
各
編
の
草
案
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。

　

二
〇
一
八
年
八
月
二
七
日
、
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
て
第
一
三
期
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
第
五
回
会
議
に
提
出
さ
れ
、
初
め

て
の
審
議
が
行
な
わ
れ
た
。
二
〇
一
八
年
一
二
月
か
ら
は
、
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
が
各
編
の
草
案
に
つ
い
て
二
回
目
、
三

回
目
の
審
議
を
行
な
い
、
つ
い
に
「
民
法
典
（
草
案
）」
を
二
〇
二
〇
年
三
月
の
第
一
三
期
全
国
人
民
代
表
大
会
第
三
回
会
議
に
提
出

す
る
予
定
と
な
っ
た
〔
馬
論
文
は
二
〇
二
〇
年
二
月
掲
載
の
論
文
で
あ
る
〕。

　

今
回
の
民
法
典
の
編
纂
に
見
ら
れ
た
極
立
っ
た
特
徴
と
い
う
の
は
、
民
法
学
者
の
広
汎
な
参
加
が
あ
っ
た
こ
と
で
、
特
に
中
青
年
層

が
法
典
の
体
裁
構
築
に
重
要
な
作
用
を
及
ぼ
し
た
。
立
法
機
関
の
開
放
的
な
態
度
が
鋭
い
論
戦
も
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
法
典
の
体
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裁
に
つ
い
て
論
争
と
な
っ
た
の
は
以
下
の
点
等
で
あ
る
。
一
つ
は
、
民
法
典
の
編
纂
体
系
は
ど
の
モ
デ
ル
を
採
る
か
で
あ
る
。
ロ
ー
マ

式
か
、
ド
イ
ツ
式
か
で
あ
る
が
、
最
終
的
に
は
ド
イ
ツ
式
を
採
っ
た
。
但
し
法
典
の
中
で
の
「
人
の
法
」
の
地
位
は
突
出
し
た
も
の
に

な
っ
て
い
る
。
二
つ
目
と
し
て
、
民
法
典
は
ど
の
よ
う
な
構
造
と
す
る
か
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
わ
る
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
ま

ず
民
商
を
分
け
る
か
、
民
商
を
統
一
す
る
か
。
二
と
し
て
、
物
権
法
を
制
定
す
る
の
か
、
財
産
法
を
制
定
す
る
の
か
。
三
と
し
て
、
人

格
権
法
、
不
法
行
為
責
任
法
、
担
保
法
を
独
立
し
た
編
と
す
る
の
か
ど
う
か
。
四
と
し
て
、
親
族
編
と
債
権
法
総
則
を
定
め
る
必
要
が

あ
る
か
ど
う
か
。
五
と
し
て
、
知
的
財
産
権
法
と
渉
外
民
事
関
係
の
適
用
規
則
を
民
法
典
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
。
改
革
開

放
以
来
、
民
法
学
界
が
常
に
議
論
し
て
き
た
の
が
こ
れ
ら
の
問
題
と
言
え
、
ま
た
そ
の
こ
と
が
民
商
法
学
の
研
究
と
発
展
を
後
押
し
し

た
と
言
え
る
。

　
　
　

二
、
中
国
法
文
化
と
西
洋
法
文
化
の
統
合

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
清
末
か
ら
今
回
の
民
法
典
完
成
ま
で
を
概
観
で
き
る
の
が
馬
論
文
の
前
半
で
あ
る
。
後
半
は
法
文
化
に
目

を
向
け
な
が
ら
今
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
と
民
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

第
二
章
「
中
国
民
法
現
代
化
の
進
展
過
程
か
ら
の
啓
発
」
で
は
、
現
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
、
中
国
も
西
洋
と
同
じ
く
市
場
経

済
を
実
行
し
、
科
学
技
術
を
重
視
し
て
生
産
力
を
高
め
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
た
め
西
洋
と
同
様
な
民
法
典
を
定
め
る
こ
と
に
な
る
と

す
る
。
工
業
生
産
力
の
向
上
に
対
応
す
る
法
制
は
、
農
業
生
産
力
の
下
で
育
ま
れ
た
中
国
の
伝
統
法
制
と
は
矛
盾
す
る
が
、
必
要
な
の

は
西
洋
の
民
法
文
化
と
中
国
の
伝
統
文
化
を
統
合
す
る
こ
と
だ
と
言
う
。
そ
の
た
め
に
洋
の
東
西
を
問
わ
な
い
法
文
化
の
中
の
普
遍
的

な
理
性
と
価
値
観
を
み
つ
け
る
べ
き
で
、
儒
家
文
化
な
ら
何
で
も
復
活
せ
よ
と
言
う
の
で
は
な
く
、
西
洋
の
民
法
文
化
を
深
く
理
解
し

て
こ
そ
吸
収
や
超
越
が
可
能
に
な
り
、
中
国
の
実
際
に
つ
な
が
り
社
会
的
な
効
果
を
生
む
と
言
う
。
西
洋
文
化
と
中
国
の
伝
統
文
化
を
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統
合
し
て
こ
そ
、
現
代
さ
ら
に
は
未
来
に
ま
で
通
用
す
る
も
の
を
生
み
出
し
う
る
と
繰
り
返
す
。

　

そ
し
て
第
三
章
「
中
国
と
西
洋
の
法
文
化
の
統
合
」
に
お
い
て
、
そ
の
た
め
に
は
如
何
な
る
問
題
を
考
え
る
べ
き
か
を
指
摘
す
る
。

　

但
し
こ
の
部
分
に
な
る
と
、
指
摘
さ
れ
る
問
題
は
確
か
に
も
っ
と
も
だ
と
思
う
面
が
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
も
多
く
の
検
討
す
べ
き
課

題
が
関
連
し
て
く
る
た
め
、
す
ぐ
に
読
み
手
の
方
か
ら
何
か
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
に
思
う
。
と
り
わ
け
民
法
の
規

定
と
関
係
す
る
箇
所
に
つ
い
て
は
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
こ
で
は
第
三
章
に
法
文
化
と
の
関
係
で
挙
げ
ら
れ
た
五
つ
の
問
題
に
つ

い
て
、
極
簡
単
に
共
感
を
覚
え
る
点
を
紹
介
す
る
に
止
め
た
い
。
そ
の
五
つ
と
は
（
一
）
性
善
と
性
悪
、（
二
）
全
体
と
個
人
、（
三
）

契
約
と
身
分
、（
四
）
人
情
と
法
律
、（
五
）
社
会
の
転
換
と
伝
統
的
美
徳
で
あ
る
。

　
（
一
）、
性
善
と
性
悪

　

馬
論
文
は
中
国
と
西
洋
は
人
文
哲
学
上
異
な
る
文
化
体
系
に
あ
る
と
し
て
、中
国
で
は
儒
家
の
性
善
論
が「
教
化
」の
作
用
を
重
視
し
、

伝
統
的
な
統
治
は
「
教
」
で
あ
っ
て
「
法
」
で
は
な
く
、「
徳
治
」
で
あ
っ
て
「
法
治
」
で
は
な
い
が
、
西
洋
文
化
で
は
性
悪
論
を
法

治
思
想
の
理
論
的
基
礎
と
し
、
法
律
で
社
会
を
統
治
す
る
と
と
も
に
、
国
家
を
管
理
し
、
民
主
型
法
治
を
現
代
法
治
の
基
本
様
式
と
す

る
と
の
対
比
を
な
す
。
但
し
こ
の
二
つ
は
出
発
点
は
異
な
る
が
、統
治
と
い
う
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
る
こ
と
で
は
一
致
す
る
と
す
る
。

　

ま
た
儒
家
思
想
と
の
関
連
で
以
下
の
よ
う
に
言
う
。「
人
性
」
を
善
と
考
え
る
な
ら
、
そ
の
善
良
な
る
本
性
は
常
な
る
教
化
に
よ
っ

て
保
た
れ
る
。
ま
た
「
人
性
」
を
悪
と
考
え
る
な
ら
、
悪
を
防
ぐ
た
め
に
ま
た
善
に
向
か
わ
せ
る
た
め
に
教
化
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の

点
か
ら
す
れ
ば
「
人
性
」
を
善
と
捉
え
よ
う
と
、
悪
と
捉
え
よ
う
と
「
教
化
」
を
重
視
す
る
点
は
同
じ
に
な
る
。
但
し
人
性
は
悪
と
の

認
識
か
ら
出
発
す
る
と
悪
を
防
ぐ
た
め
に
、
法
律
が
人
の
行
為
に
対
す
る
規
範
で
あ
る
こ
と
と
公
権
力
に
対
す
る
制
約
で
あ
る
こ
と
を

重
視
す
る
こ
と
に
な
り
、
法
治
の
体
系
が
作
ら
れ
る
。
人
性
は
善
と
す
る
立
場
か
ら
は
徳
に
よ
る
教
化
が
重
視
さ
れ
る
た
め
、
人
の
内

在
的
精
神
と
自
由
の
養
成
に
有
利
で
あ
る
が
、
し
か
し
外
在
的
な
制
約
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
欠
い
て
い
る
の
で
、「
君
子
」
や
「
聖
人
」
は

容
易
に
は
生
み
出
せ
ず
理
想
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
て
や
は
り
良
い
社
会
秩
序
を
作
り
上
げ
る
に
は
道
徳
的
教
化
と
、
法
律
の

91



論文紹介

 

一
三 

70－4－ （名城　'21）

規
制
の
双
方
が
必
要
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
馬
論
文
は
、
さ
ら
に
は
以
上
の
点
か
ら
民
法
を
考
え
よ
う
と
す
る
。

　
（
二
）、
全
体
と
個
人

　

馬
論
文
は
張
生
「
社
会
秩
序
の
角
度
か
ら
読
む
中
国
の
『
古
代
民
法
』」（
王
利
民
編
『
伝
統
民
法
文
化
と
中
国
民
法
典
を
論
ず
』
法

律
出
版
社
、二
〇
一
五
年
）よ
り
、「
中
国
古
代
は
国
家
主
導
型
の
集
団
社
会
で
あ
る
」と
い
う
一
文
を
引
用
す
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、

秦
王
朝
以
来
の
皇
帝
を
頂
点
と
し
国
家
権
力
が
隅
隅
ま
で
至
り
、
国
家
や
集
団
の
利
益
が
至
上
で
あ
る
全
体
主
義
と
、
家
族
を
基
礎
と

す
る
伝
統
文
化
に
現
わ
れ
る
と
す
る
。
こ
の
全
体
主
義
は
中
国
の
統
一
を
継
続
さ
せ
、
安
定
し
た
秩
序
シ
ス
テ
ム
を
形
成
さ
せ
た
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
一
方
で
個
人
の
自
由
と
発
展
を
制
限
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
す
る
。

　

ま
た
個
人
主
義
は
自
由
主
義
、
理
性
主
義
と
緊
密
に
関
わ
る
と
す
る
。
理
性
を
最
高
の
権
威
と
考
え
る
な
ら
、
理
性
あ
る
人
は
自
己

の
意
思
に
基
づ
き
行
動
す
る
の
で
、
そ
の
人
は
本
質
的
に
自
由
、
平
等
で
あ
る
べ
き
で
、
如
何
な
る
人
も
平
等
に
機
会
を
得
る
な
ら
自

己
に
最
も
有
利
な
行
為
を
選
択
す
る
。
経
済
関
係
の
中
で
も
理
性
的
な
人
は
、市
場
の
要
求
に
基
づ
い
て
自
己
の
経
済
行
為
を
確
定
し
、

そ
し
て
求
め
る
利
益
の
最
大
化
を
実
現
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
言
う
一
方
で
馬
論
文
は
、
個
人
主
義
は
そ
の
理
論
の

基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
は
理
性
と
い
う
仮
定
に
基
づ
い
て
い
る
だ
け
な
の
で
、
極
端
な
効
率
主
義
と
個
人
主
義
の
氾
濫
と
い
う
問
題
を

内
蔵
す
る
と
す
る
。
そ
し
て
個
人
主
義
は
社
会
の
富
に
対
す
る
個
人
の
独
占
欲
を
促
し
、
ま
た
社
会
の
生
産
効
率
を
高
め
る
と
は
い
え

人
間
間
の
互
恵
、
互
助
の
精
神
を
薄
め
て
し
ま
う
と
す
る
。

　

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
個
人
と
集
団
の
関
係
を
検
討
し
、
人
は
社
会
、
集
団
の
中
に
入
っ
て
こ
そ
よ
り
良
く

生
存
発
展
で
き
る
と
認
識
し
て
、
個
人
主
義
と
全
体
主
義
を
統
合
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
民
法
が
こ
の
二
つ
の
対
立
観
念

を
如
何
に
統
一
す
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
述
べ
る
の
で
あ
る
。
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（
三
）、
契
約
と
身
分

　

こ
こ
で
い
う
「
身
分
」
と
の
表
現
は
メ
イ
ン
の
「
身
分
か
ら
契
約
へ
」
を
意
識
し
て
用
い
て
い
る
の
だ
が
、
馬
論
文
は
伝
統
的
な
契

約
理
論
は
人
格
の
平
等
と
自
由
な
競
争
を
尊
重
し
、
市
場
取
引
の
自
然
秩
序
を
強
調
す
る
と
し
、
ま
た
人
は
理
性
的
に
、
自
己
の
意
思

に
基
づ
い
て
契
約
関
係
を
結
び
、
自
己
の
財
産
を
処
分
す
る
と
考
え
る
と
す
る
。
し
か
し
こ
の
契
約
理
論
は
、
私
法
関
係
の
す
べ
て
の

要
素
を
含
む
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
う
。

　

こ
の
点
と
絡
ん
で
近
代
私
法
は
三
つ
の
基
本
的
な
仮
定
を
含
ん
で
い
る
と
す
る
。
つ
ま
り
人
は
皆
「
強
く
」、「
賢
い
」
と
い
う
こ
と

と
、
人
は
独
立
し
、
自
由
な
状
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
人
は
安
定
し
た
危
険
の
な
い
理
想
的
社
会
で
生
活
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
仮
定
の
た
め
に
、
人
と
人
の
間
の
差
異
が
蓋
い
隠
さ
れ
、
人
が
抑
圧
を
受
け
る
社
会
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
無

視
し
、
人
が
受
け
る
社
会
構
造
的
影
響
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
と
言
う
。
但
し
こ
の
よ
う
な
弊
害
に
対
し
て
は
今
や
人
に
対
す
る
認

識
に
は
変
化
が
起
き
、
完
全
に
理
性
的
と
す
る
仮
定
か
ら
、
理
性
は
制
限
的
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
現
代
は
「
合
理
的
な
差
異
と
い
う
対
応
」
が
法
律
の
実
質
的
正
義
を
量
る
重
要
な
基
準
と
な
り
、「
社
会

的
弱
者
」
と
い
う
概
念
も
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
点
か
ら
一
定
の
対
象
に
対
し
て
保
護
を
図
る

こ
と
を
、
身
分
に
応
じ
た
保
護
と
す
る
の
が
馬
論
文
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
問
題
を
さ
ら
に
民
法
と
の
関
連
で
も
述
べ
て
い
る
。

　
（
四
）、
人
情
と
法
律

　

馬
論
文
は
、
人
情
の
重
要
内
容
は
感
情
の
存
在
と
表
出
で
あ
る
が
、
伝
統
的
な
法
学
理
論
に
お
い
て
は
、
法
律
と
感
情
は
二
つ
の
相

互
に
独
立
し
た
知
識
体
系
で
あ
っ
て
、
法
律
は
非
情
緒
化
し
た
形
式
理
性
で
あ
り
、
感
情
は
非
理
性
的
に
感
受
さ
れ
る
も
の
と
し
て
法

律
の
実
施
に
は
克
服
す
べ
き
障
害
と
な
る
と
す
る
。
し
か
し
こ
の
考
え
方
に
次
第
に
異
論
が
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
二
〇
〇
〇
年

代
に
入
る
と
、
西
洋
の
法
学
界
も
法
律
と
感
情
の
関
係
に
つ
い
て
再
考
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
、
近
年
で
は
法
学
者
は
社
会
学
、
心

理
学
、
神
経
科
学
、
人
工
知
能
科
学
等
の
研
究
成
果
の
助
け
を
借
り
て
、
ま
す
ま
す
感
情
と
法
律
理
性
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
く
、
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感
情
は
理
性
を
表
面
化
し
、
理
性
の
た
め
に
働
く
と
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
。

　

こ
の
点
か
ら
馬
論
文
は
、感
情
、理
念
、法
律
い
ず
れ
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、「
情
に
適
い
、理
に
適
い
、法
に
適
う
」
と
い
う
「
情

理
法
」の
統
一
が
必
要
に
な
る
と
い
う
わ
け
だ
が
、実
は
こ
れ
は
中
国
の
伝
統
法
が
求
め
た
理
想
モ
デ
ル
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て「
情
」

は
総
合
的
意
味
の
人
情
、「
理
」
は
天
の
意
志
と
い
う
本
然
の
性
、「
法
」
は
礼
と
相
ま
っ
て
国
を
治
め
る
本
と
な
る
も
の
な
の
で
、
法

律
は
天
理
に
合
致
し
、
人
情
に
適
っ
て
こ
そ
、
誠
実
さ
と
素
朴
さ
に
満
ち
た
社
会
を
育
て
、
社
会
秩
序
の
安
定
を
助
け
る
こ
と
が
で
き

る
と
す
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
述
べ
、
民
法
総
則
で
民
事
責
任
を
負
う
方
式
の
一
つ
に
「
賠
礼
道
歉
（
過
ち
を
詫
び
る
）」
を
定
め
る
こ
と
を
挙
げ

る
な
ど
し
て
、
民
法
が
感
情
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
に
言
及
し
よ
う
と
す
る
。

　
（
五
）、
社
会
の
転
換
と
伝
統
的
美
徳

　

こ
の
箇
所
か
ら
は
現
代
の
中
国
社
会
に
対
す
る
筆
者
の
危
機
感
が
切
実
に
感
じ
ら
れ
る
。
馬
論
文
は
、
社
会
の
転
換
の
中
で
、
道
徳

は
退
化
し
、
法
治
は
停
滞
し
、
経
済
発
展
に
内
在
す
る
矛
盾
は
日
増
し
に
顕
在
化
す
る
と
言
う
。
そ
し
て
そ
の
対
応
策
と
し
て
中
国
伝

統
の
徳
治
を
法
治
と
と
も
に
堅
持
す
べ
き
だ
と
言
う
。
法
律
と
道
徳
が
相
助
け
合
う
わ
け
だ
が
、
そ
の
た
め
に
中
国
の
伝
統
の
道
徳
と

い
う
も
の
を
如
何
に
扱
う
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。

　

但
し
伝
統
の
道
徳
は
、
宗
と
い
う
親
族
集
団
の
中
や
地
縁
関
係
の
中
の
よ
う
な
限
ら
れ
た
空
間
の
中
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
自
給
自

足
の
自
然
経
済
の
中
で
の
も
の
で
あ
る
の
で
、単
純
に
論
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
点
は
断
わ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
今
日
な
お
、

さ
ら
に
将
来
に
わ
た
っ
て
普
遍
的
価
値
を
も
つ
伝
統
的
な
倫
理
道
徳
に
着
目
す
る
。
例
え
ば
「
五
常
」
＝
「
仁
義
礼
智
信
」
な
ど
は
、

時
代
を
超
え
る
普
遍
的
価
値
も
も
っ
て
い
る
と
す
る
。

　

馬
論
文
は
梁
慧
星
「
近
代
民
法
か
ら
現
代
民
法
へ
」（『
中
外
法
学
』
一
九
九
七
年
二
期
）
で
言
う
「
近
代
民
法
の
基
礎
と
な
る
二
つ

の
基
本
判
断
、
い
わ
ゆ
る
平
等
性
と
互
換
性
は
既
に
失
わ
れ
、
重
大
な
二
極
分
化
と
対
立
が
生
ま
れ
た
」
段
階
に
、
中
国
は
改
革
開
放
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後
瞬
く
間
に
入
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
市
場
経
済
と
外
来
文
化
が
結
び
つ
き
、原
子
の
よ
う
な
個
人
か
ら
成
る
社
会
が
無
限
に
拡
大
し
、

個
人
の
権
利
が
社
会
の
利
益
と
懸
け
離
れ
た
こ
と
が
、
個
人
の
私
利
の
膨
張
、
誠
実
な
品
格
の
失
遂
、
拝
金
主
義
と
利
己
主
義
の
蔓
延

を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
り
、
中
国
の
伝
統
的
美
徳
と
価
値
体
系
、
ま
た
社
会
正
義
は
脅
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
こ

の
問
題
の
克
服
の
役
割
を
民
法
に
期
待
す
る
。
財
産
所
有
権
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、
財
産
所
有
権
の
社
会
性
を
認
め
る
こ
と
か
ら
、

信
義
誠
実
と
権
利
濫
用
禁
止
の
原
則
に
よ
っ
て
財
産
所
有
権
行
使
に
制
限
を
か
け
る
こ
と
や
、
私
的
自
治
や
契
約
自
由
を
尊
重
す
る
と

同
時
に
、
公
序
良
俗
と
信
義
誠
実
の
原
則
に
よ
り
制
限
を
か
け
る
と
い
う
場
合
の
、
公
序
良
俗
・
信
義
誠
実
・
権
利
濫
用
禁
止
の
原
則

を
伝
統
的
美
徳
と
の
関
係
か
ら
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
伝
統
的
美
徳
と
結
び
つ
く
民
法
の
内
容
を
挙
げ
る
。

　

以
上
、
人
を
尊
重
し
、
権
利
を
明
確
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
公
益
を
尊
重
し
、
社
会
公
徳
も
高
揚
す
る
と
い
う
現
代
に
求
め
ら

れ
る
中
国
民
法
の
実
現
に
は
、
中
国
と
西
洋
の
法
文
化
の
統
合
が

と
な
る
と
す
る
馬
論
文
を
紹
介
し
た
。
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